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大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 
共同利用研究員受入規則 

 
平成１６年４月１９日 

規 則 第 ２ ６ 号 

改正 平成２１年３月３１日規程第２４号 

改正 平成２５年２月１８日規程第 １号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構外来研究員取扱規程

（平成１６年規程第９０号）第２条第１号に規定する共同利用研究員の受入れに関し、必要な

事項を定める。 

 

（申請） 

第２条 共同利用研究員としての申請は、当該実験（研究）課題申請書によるものとする。 

 

（受入許可） 

第３条 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（以下「機構」という。）の所長又

は施設長（以下「所長等」という。）は、前条の申請があったときは、当該研究所等の運営会

議の議を経た後、受入れを許可するものとする。 

 

（登録） 

第４条 受入れを許可された当該実験（研究）課題の実験（研究）責任者は、機構において実験

研究に従事する者について、別に定める手続きにより「ユーザー登録」をしなければならない。 

２ 前項により登録した事項に変更が生じた場合、実験（研究）責任者は、その都度変更登録し

なければならない。 

 

（登録の抹消） 

第５条 実験（研究）責任者は、共同利用研究員が実験研究に従事しなくなるときは、別に定め

る手続きにより登録の抹消の届け出をしなければならない。ただし、当該実験研究が終了した

ときは、この限りではない。 

 

（報告書） 

第６条 実験（研究）責任者は、実験研究が終了したときは、所定の報告書を所長等に提出しな

ければならない。ただし、所長等が認めた場合は、この限りではない。 

 

（雑則） 

第７条 この規則の定めるもののほか、共同利用研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定め

る。 
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附 則 

この規則は、平成１６年４月１９日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第２４号） 
この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月１８日規則第１号） 
この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
 


